
 

鞆の浦しおまち海道サイクリングロード振興協議会設置要綱 

 

（名称） 

第１条 本会は、鞆の浦しおまち海道サイクリングロード振興協議会（以下「協議会」

という。）と称する。 

（目的） 

第２条 協議会は、官民協働により、鞆の浦しおまち海道サイクリングロードの利用促

進に向けた環境整備や機運醸成の検討や取組を行い、観光振興や地域活性化を図るこ

とを目的とする。 

（所掌事務） 

第３条 協議会では、官・民の役割分担のもと、鞆の浦しおまち海道サイクリングロー

ドに係る次の取組を推進する。 

（１）サイクリストの走行環境整備や受入環境整備の向上に関すること。 

（２）サイクリングロードの機運醸成に関すること。 

（３）ナショナルサイクルルートに関すること。 

（４）その他目的の達成に必要な事項に関すること。 

（構成） 

第４条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

（１）自転車関係団体 

（２）経済団体 

（３）観光事業者 

（４）交通事業者 

（５）国 

（６）県 

（７）市 

（８）その他 

２ 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

３ 会長は、協議会の会議を進行する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、所掌事務が終了するまでの期間とする。 
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（オブザーバー） 

第６条 協議会には、第３条の所掌事務の遂行に係る必要な助言等を得るため、オブザ

ーバーを置くことができる。 

２ 前項のオブザーバーは協議会に参加し、参加者の求めに応じて助言等を行う。 

（会議） 

第７条 委員は、やむを得ない理由のため協議会に出席できない場合は、代理の者を出

席させることができる。なお、代理の者は被代理人である委員と同一の団体に所属し

ている者とする。 

２ 会長は必要に応じて、会員以外の者を会議に出席させ、意見を聴取することができ

る。 

（組織） 

第８条 協議会には、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。 

２ ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、別に定める。 

（事務局） 

第９条 事務局は、建設局建設管理部建設政策課に置く。 

附 則 

この要綱は、２０２４年（令和６年）１２月９日から施行する。 

 


